
（別紙様式例４）

公表日：令和８年２月１８日 事業所名： 西条市児童発達支援かがやき園

はい

どちらと

もいえな

い

いいえ 工夫した点、改善点 はい

どちらと

もいえな

い

いいえ
わからな

い 保護者の方のご意見

1
利用定員に応じた指導訓練室等スペース
の十分な確保

4

・園用のトイレ、訓練室がないた
め館内のものを借りている。個
別に行うにも２部屋しかない為
毎日細かく打ち合わせをしてい
る。・部屋が少ないため親子の
人数が多い時、活動制限がある
と思う。

16 1

・子どもが安心できるスペースを
用意いただき感謝しておりま
す。・園庭があるのに使用できな
い期間が数年あり残念。活動の
幅を広げてほしい。・遊ぶ部屋
が２つに分かれているので、
広々と遊べて楽しそう。

・個室が無いためリハビリの際
は、館内の部屋を借りている。・
園用のトイレがないため使い方
など細かく打ち合わせをしてい
る。・使用できない園庭があるの
で使用できるように前向きに考
えてほしい。

2 職員の適切な配置 1 3

・様々な状態の児童を受け入れ
ているので職員の配置を考えて
いる。難しい時もある。・長期休
暇中の職員がいるため出来てい
たことが出来なくなっていること
もある。・利用人数によっては、
職員不足の時もある。

13 3 1

・様々な状態の児童を受け入れ
ているので職員の配置を考えて
いる。・この職員の人数で一人
一人個別の対応が難しいときが
ある。・前もって保護者には現状
を伝えている。

3
本人にわかりやすい構造、バリアフリー
化、情報伝達等に配慮した環境など障が
いの特性に応じた設備整備

1 3

・写真や線画などで視覚的なス
ケジュールを活用している。光が
入りにくくするため、ブラインドを
下げるなど工夫している。・簡易
的に職員たちで手作りしている
ものもある。

17

・療育指導の先生により視覚的
支援などについて助言をいただ
き環境づくりについて対応してい
く。

4
清潔で、心地よく過ごせ、子ども達の活動
に合わせた生活空間の確保

1 3

・掃除や除菌など定期的に行う。
園用のトイレがないためトイレト
レーニングが行いにくい。園庭
の修繕が必要なため活動に取り
入れることが出来ない。・カビが
生えやすい。湿度対策は行って
いる。・手洗い場が少ない。人数
が多くなると活動制限されるが、
その中で工夫してスケジュール
を作成している。

17

・手洗い場が部屋に一つしかな
い為部屋の使い方を考える。　・
今後も掃除や除菌など定期的に
行う。

1
業務改善を進めるためのPDCAサイクル
（目標設定と振り返り）への職員の積極的
な参画

4

・その日のリーダーが中心にな
り療育の振り返り、次につなげる
ようにしている。・療育前の打ち
合わせ、療育後の話し合いを毎
日行っている。

・今後も職員で打ち合わせ、振り
返りを行い、よりよい療育に繋げ
ていく。

2
第三者による外部評価を活用した業務改
善の実施

4

・要望に応じて関係機関の見学
を受け話を行う。・毎月療育指導
の先生に来てもらい、カンファレ
ンスを行い業務改善をしている。

・今後も外部からの先生に来て
いただき、療育内の様子などを
見てもらいカンファレンスを行い
改善に繋げていく。

3
職員の資質の向上を行うための研修機
会の確保

2 2
・オンラインやユーチューブなど
を利用し職員の研修等に充てて
いる。

・療育指導や相談の先生方から
学び実施することを続けていく。

1
適切に支援プログラムが作成、公表され
ているか

4
・支援プログラムを作成し、市の
ホームページにて公開されてい
る。

15 1
・支援プログラムに基づき今後も
良い療育に繋げていく。

2

アセスメントを適切に行い、子どもと保護
者のニーズや課題を客観的に分析した上
での児童発達支援計画又は放課後等デ
イサービス計画の作成

4
・定期的に保護者にお話を聞き
個別支援計画を作成している。

17
・話し合いを通して今後も保護者
が納得する支援計画の作成を
行う。

3

児童発達支援計画又は放課後等デイ
サービス計画における子どもの支援に必
要な項目の設定及び具体的な支援内容
の記載

4

・ガイドラインに基づき必要な項
目も設定し記載を行っている。・
具体的で保護者にわかりやすい
支援内容の記載を心がけてい
る。

17

・保護者との話し合いを通して児
童の状態をより細かく把握し、今
後も具体的に支援内容を記載す
る。

4
子どもの状況に応じて、個別活動と集団
活動を適宜組み合わせた児童発達支援
又は放課後等デイサービス計画の作成

3 1

・集団活動の中で難しい時など
は個別に行うように作成してい
る。・子どもさんの様子を見て一
人一人に応じた支援計画を作成
している。

・今後も個別活動と集団活動を
組み合わせた計画作成を目標
にする。

5
児童発達支援計画又は放課後等デイ
サービス計画に沿った適切な支援の実施

3 1
・6ヶ月間の目標に沿って支援を
行っている。

16
・園内研修で意見を交換し、適
切な支援について担当職員を中
心に具体的に考える。

6 チーム全体での活動プログラムの立案 4
・その日のリーダーを中心に活
動が重ならないように話し合う。

・毎日の繰り返しを積み重ねて
いくことで、全職員でよりよい活
動プログラムを作成していく。

7
活動プログラムが固定化しないような工
夫の実施

4
・園便りにも記載しているように
その日の活動を固定化しないよ
うに決めている。

13 1 3
・母子通園しているので、もう少
しバリエーションを増やして新し
いことをしてほしい。

・1か月間の便りに毎日毎週重
ならないようにはその日の活動
を考えている。

8
平日、休日、長期休暇に応じたきめ細や
かな支援

1 3
・長期休暇中の相談は、電話や
メールで相談を受けている。

・長期休暇がある時には、電話
やメールで保護者と行っている。

9
支援開始前における職員間でその日の
支援内容や役割分担についての確認の
徹底

4

・必ず毎朝登園する児童につい
て情報を確認する。その日の
リーダーを中心に一日のスケ
ジュールを確認しながら準備の
見直しをしている。

・支援開始前の細やかな打ち合
わせや確認、準備の見直しを継
続する。

児童発達支援又は放課後等デイサービス事業に係る自己評価結果公表用

事業所職員及び保護者の方の御意見を踏まえ、自己評価の結果を公表します。
評価を踏まえて、事業所の運営における課題点及び改善すべき点を確認し、今後の運営に活かしていきます。
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環
境
・
体
制
整
備

業
務
改
善

適
切
な
支
援
の
提
供

（
続
き

）

適
切
な
支
援
の
提
供



はい

どちらと

もいえな
い

いいえ 工夫した点、改善点 はい

どちらと

もいえな
い

いいえ
わからな

い 保護者の方のご意見

事業所の現状評価 保護者の方の評価
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改善内容・改善目標
区分 チェック項目

10
支援終了後における職員間でその日行
われた支援の振り返りと気付いた点など
の情報の共有化

4

・支援終了後必ず振り返りを行
い、個人の記録をする。気付い
た点などは共有し次の療育につ
なげるようにしている。

・職員間での情報交換を行い、
適切に支援につながるようにす
る。

11
日々の支援に関しての正確な記録の徹
底や、支援の検証・改善の継続実施

4

・児童の様子を伝えあいながら
個人の記録を行う。支援方法や
内容などについて意見交換を行
う。・担当職員が休んでいても記
録を共有し支援できるようにして
いる。

・適切な支援につながるように、
担当以外の職員にも確認しなが
ら記録を継続する。

12
定期的なモニタリングの実施及び児童発
達支援計画又は放課後等デイサービス
計画の見直し

4
・半年ごとの目標、支援方法な
どは適切であったかを振り返る。

・半年ごとに限らず必要に応
じて短期間での見直しを行
う。
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事業所の現状評価 保護者の方の評価
評価を踏まえた

改善内容・改善目標
区分 チェック項目

1
子どもの状況に精通した最もふさわしい
者による障害児相談支援事業所のサー
ビス担当者会議への参画

4
・ケース会議など担当職員が参
加する。必ず全職員に報告す
る。

・報告を受けることで、担当以
外の職員も適切な支援方法
をより身に付けていく。

2

（医療的ケアが必要な子どもや重症心身
障害のある子ども等を支援している場
合）
地域の保健、医療、障害福祉、保育、教
育等の関係機関と連携した支援の実施

4
・保護者からの情報収集をもと
に支援を実施している。

・関係機関との情報共有でき
るように参加に努めている。

3

（医療的ケアが必要な子どもや重症心身
障害のある子ども等を支援している場
合）
子どもの主治医や協力医療機関等と連
絡体制の整備

4

・月に2回のＰＴリハビリの担当
から助言をいただく。・健康相談
に来られている主治医のDrより
情報を共有している。

・関係機関との連携について
は検討していく。

4

児童発達支援事業所及び放課後等デイ
サービス事業所からの円滑な移行支援の
ため、保育所や認定こども園、幼稚園、小
学校、特別支援学校（小学部）等との間で
の支援内容等の十分な情報共有

4

・必要に応じて就園先の園に見
学に行き情報共有している。・保
護者の意見を取り入れ個別支
援計画も渡し、情報共有してい
る。・就学前に小学校と支援会
議をし、情報共有することもあ
る。

・今後も必要に応じて幼稚
園、保育園、学校等情報共
有する。

5
他の障害福祉サービス事業所等への円
滑な移行支援のため、それまでの支援内
容等についての十分な情報提供

3 1
・保護者や関係機関からの要望
がある時には、情報共有する。・
移行先から連絡はない。

・今後も円滑に移行できるよ
うに必要に応じて情報提供を
行う。

6
児童発達支援センターや発達障害者支
援センター等の専門機関と連携や、専門
機関での研修の受講の促進

4

・児童の発達の様子を見てもら
い適切な対応ができるよう助言
をいただいている。・月に一回療
育指導の先生に来てもらってい
る。

・出来る限りの情報収集に努
め、職員研修を継続してい
く。

7

児童発達支援の場合の保育所や認定こ
ども園、幼稚園等との交流や、放課後等
デイサービスの場合の放課後児童クラブ
や児童館との交流など、障がいのない子
どもと活動する機会の提供

4
・就園前の親子各家庭にて個々
に機会を作っている。

7 1 1 8
・まだ交流をもったことがない
ため。

・安全面が確保できる交流に
ついては、検討していく。

8
事業所の行事への地域住民の招待など
地域に開かれた事業の運営

4
・年齢が小さいため各家庭の地
域に個々で参加している。

・安全面、衛生面が確保でき
る交流については、検討して
いく。

1
支援の内容、利用者負担等についての丁
寧な説明

4
・契約時に説明している。支援の
内容についても個々に話をして
いる。

16 1

・契約時に丁寧な説明を心が
けるとともに、支援内容につ
いては契約後も個別での説
明を継続する。

2
児童発達支援計画又は放課後等デイ
サービス計画を示しながらの支援内容の
丁寧な説明

4
・個別支援計画をもとに成長の
様子、支援内容についてなど話
し合いを行う。

17
・今後も個別での丁寧な説明
を心がけ、保護者と情報共有
しながら療育を行う。

3
保護者の対応力の向上を図る観点から、
保護者に対するペアレント･トレーニング
等の支援の実施

3 1
・児童の状態に応じてどのように
対応すればいいかなど見てもら
う。

10 1 3 3

・もっとペアレントトレーニング
が必要だと思う。寄り添い方
が不十分かと思う。・アドバイ
スありがとうございます。

・今後も丁寧な対応を心がけ
る。

4
子どもの発達の状況や課題について、日
頃から保護者との共通理解の徹底

4

・その度保護者と話し合い理解
してもらえるようにしている。・登
園時や降園時に必ず状況を共
有している。

15 1 1
・今後も児童の情報交換をす
る中で、次回へ繋げることが
できるよう考えていく。

5
保護者からの子育ての悩み等に対する
相談への適切な対応と必要な助言の実
施

3 1

・その度相談がある場合は、丁
寧に対応し必要な助言と支援を
行っている。・どの職員にでも相
談できる環境と関係を築いてい
る。・医師た専門員と話す機会を
作っている。

14 2 1

・障がいの幅が広いので、グ
レーの子への支援や説明が
少し不足しているように感じ
る。

・相談しやすい場所になるよ
うに、保護者との信頼関係を
築いていく。

6
父母の会の活動の支援や、保護者会の
開催による保護者同士の連携支援

1 3

・父母の会の活動は無し。・午後
から分離の時間があり、その時
は保護者同士の交流の場があ
る。

4 5 1 7

・保護者会等はないが、親同
士で話す時間はある。・母子
分離の時間がいい気分転換
になっています。

・今後も保護者同士が情報
交換できる時間を作る。

7

子どもや保護者からの苦情に対する対応
体制整備や、子どもや保護者に周知及び
苦情があった場合の迅速かつ適切な対
応

4
・苦情を受けた場合は全職員が
共通意識を持って対応するよう
心掛けている。

5 1 11

・苦情等は聞いたことがな
い。・苦情等の場面や話を聞
いたことがないため。マニュ
アルは読みました。

・苦情については真摯に受け
止め、保護者の気持ちに寄り
添いながら取り組む。

8
障がいのある子どもや保護者との意思の
疎通や情報伝達のための配慮

3 1 ・保護者と直接相談している。 15 1 1
・今後も児童の特性に応じた
支援方法を考え、意思疎通
ができるようにする。

9
定期的な会報等の発行、活動概要や行
事予定、連絡体制等の情報についての子
どもや保護者への発信

4
・毎月の園便りにて活動内容や
行事予定を記載し渡している。

14 2 1
・毎月の園便りについて質問
を受けた場合は個別に説明
を行う。

10 個人情報の取扱いに対する十分な対応 4
・個人情報の取り扱いについて
は、職員間で毎日確認してい
る。

15 2
・今後も毎日の確認を継続
し、個人情報を大切に取り扱
うことを徹底する。
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事業所の現状評価 保護者の方の評価
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改善内容・改善目標
区分 チェック項目

1
緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、
感染症対応マニュアルの策定と、職員や
保護者への周知徹底

4
・各マニュアルは見やすいところ
へ置き周知しやすいようにして
いる。

12 5
・それぞれのマニュアルの見
直しを行うとともに周知徹底
する。

2
非常災害の発生に備えた、定期的に避
難、救出その他必要な訓練の実施

4

・総合福祉センター全体や園で
の訓練を定期的に行い参加して
いる。・地震、津波、火災などを
想定した訓練を行っている。

12 5
・福祉センター全体の訓練に
参加することを続ける。園で
の訓練も今後続けていく。

3
服薬や予防接種、てんかん発作等の子ど
もの状況の確認の実施

3 1

・予防接種は全員の確認は取れ
ていない。服薬、てんかん発作
等は確認できている。・契約時
個人票への記載をお願いしてい
る。

・今後も個人票への記入をお
願いし、保護者へ確認を行い
全職員共有する。

4
食物アレルギーのある子どもに対する医
師の指示書に基づく適切な対応

3 1

・保護者からの情報に基づいて
対応している。給食設備がない
ため全員お弁当を持って来てい
る。現在食物アレルギーの子は
いない。

・今後も児童の身体や状態に
合ったお弁当やおやつを用
意していただく。職員間で情
報共有を行い正確に把握す
る。

5 安全管理の徹底 4
・安全計画を作成し、管理に必
要な研修や訓練を行いながら支
援を行っている。

・今後も安全管理(事前のシ
ミュレーションや研修等)を行
い安全に療育を行う。

6
家族等との連携を図るため、安全計画に
基づく取組内容についての家族等へ周知

4

・保護者には前もって伝えるよう
にしている。指針を保護者に見
てもらったり訓練などは園便りに
記載している。

14 3
・今後も安全計画に基づき声
掛けをし、指針を確認しても
らい周知を図る。

7
ヒヤリハット事例集の作成及び事業所内
での共有の徹底

4

・事例集を作成し、その日のうち
に原因と対応についての話し合
いを行う。・ヒヤリハット事例が
あった際には記入をｓ

・事例について話し合いを行
うとともに、安全に過ごせるよ
うに環境の見直しを行う。今
後もファイリングし、いつでも
情報共有できるようにする。

8
虐待を防止するための職員研修機会の
確保等の適切な対応

4
・虐待を防止するための園内研
修を全職員で行う。

・虐待を防止するための園内
研修を定期的に行うととも
に、防止対策を見直し、整え
る。

9

やむを得ず身体拘束を行う場合における
組織的な決定と、子どもや保護者に事前
に十分に説明・了解を得た上での児童発
達支援計画又は放課後等デイサービス
計画への記載

3 1

・親子通園なのでその時になっ
た場合、保護者に説明し了解を
得たうえで行うようにしている。・
身体拘束等の適正化のための
研修に全職員で参加している。

・身体拘束等の園内研修を
定期的に行っている。何かが
ある時には、速やかに保護
者、職員、上司に報告する。

非
常
時
等
の
対
応


